




１．自筆証書遺言の方式緩和（民968条：2019.1.13施行）

自筆証書遺言について、財産目録については手書きで作成する必
要がなくなりました。（パソコンで作成可）

＊ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。

＊また、遺言書自体は全て自筆であることには変わりありません。

《自筆》 《パソコン作成》


